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○

気
象
業
務
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
）

（
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
）

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、

第
四
条

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警

波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
は
、

報
は
、
定
時
又
は
随
時
に
、
次
の
表
の
区
分
に
従
い
、
国
土
交
通
省
令
で
定

定
時
又
は
随
時
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

め
る
予
報
区
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を

対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

内

容

種

類

内

容

天
気
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
、
天
気
、
気
温
等
の

天
気
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
、
天
気
、
気
温
等
の

予
報

予
報

週
間
天
気
予

当
日
か
ら
七
日
間
の
天
気
、
気
温
等
の
予
報

週
間
天
気
予

当
日
か
ら
七
日
間
の
天
気
、
気
温
等
の
予
報

報

報

季
節
予
報

当
日
か
ら
一
箇
月
間
、
当
日
か
ら
三
箇
月
間
、
暖
候
期

季
節
予
報

当
日
か
ら
一
箇
月
間
、
当
日
か
ら
三
箇
月
間
、
暖
候
期

、
寒
候
期
、
梅
雨
期
等
の
天
気
、
気
温
、
降
水
量
、
日

、
寒
候
期
、
梅
雨
期
等
の
天
気
、
気
温
、
降
水
量
、
日

照
時
間
等
の
概
括
的
な
予
報

照
時
間
等
の
概
括
的
な
予
報

地
震
動
予
報

地
震
動
（
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
を
い
う

地
震
動
予
報

地
震
動
（
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
報

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
報

火
山
現
象
予

噴
火
、
降
灰
等
の
予
報

火
山
現
象
予

噴
火
、
降
灰
等
の
予
報

報

報

津
波
予
報

津
波
の
予
報

津
波
予
報

津
波
の
予
報

波
浪
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
浪
、
う
ね
り
等
の
予

波
浪
予
報

当
日
か
ら
三
日
以
内
に
お
け
る
風
浪
、
う
ね
り
等
の
予

報

報

気
象
注
意
報

風
雨
、
風
雪
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
に
よ
つ
て
災
害

気
象
注
意
報

風
雨
、
風
雪
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
に
よ
つ
て
災
害

が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し

が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し

て
行
う
予
報

て
行
う
予
報

地
震
動
注
意

地
震
動
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

地
震
動
注
意

地
震
動
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
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報

に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

報

に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

火
山
現
象
注

噴
火
、
降
灰
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ

火
山
現
象
注

噴
火
、
降
灰
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ

意
報

る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

意
報

る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

土
砂
崩
れ
注

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
土
砂
崩
れ
に
よ
つ
て
災
害
が
起

地
面
現
象
注

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
に
よ
つ
て

意
報

こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行

意
報

災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注

う
予
報

意
し
て
行
う
予
報

津
波
注
意
報

津
波
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

津
波
注
意
報

津
波
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

高
潮
注
意
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
の
有
無
及
び
程
度
に

高
潮
注
意
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
の
有
無
及
び
程
度
に

つ
い
て
一
般
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
行
う
予
報

つ
い
て
一
般
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
行
う
予
報

波
浪
注
意
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が

波
浪
注
意
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

洪
水
注
意
報

洪
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

気
象
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る
警
報

気
象
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る
警
報

地
震
動
警
報

地
震
動
に
関
す
る
警
報

地
震
動
警
報

地
震
動
に
関
す
る
警
報

火
山
現
象
警

噴
火
、
降
灰
等
に
関
す
る
警
報

火
山
現
象
警

噴
火
、
降
灰
等
に
関
す
る
警
報

報

報

土
砂
崩
れ
警

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
土
砂
崩
れ
に
関
す
る
警
報

地
面
現
象
警

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
の
地
面
現

報

報

象
に
関
す
る
警
報

津
波
警
報

津
波
に
関
す
る
警
報

津
波
警
報

津
波
に
関
す
る
警
報

高
潮
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
警
報

高
潮
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
警
報

波
浪
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
警
報

波
浪
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
警
報

（
削
る
）

（
削
る
）

海
面
水
温
予

海
洋
の
表
面
に
お
け
る
水
温
の
予
報

報

（
削
る
）

（
削
る
）

海
流
予
報

海
流
の
状
況
の
予
報

（
削
る
）

（
削
る
）

海
氷
予
報

沿
岸
に
お
け
る
海
氷
の
状
況
の
予
報

（
削
る
）

（
削
る
）

浸
水
注
意
報

浸
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

（
削
る
）

（
削
る
）

洪
水
注
意
報

洪
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に



- 3 -

、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

（
削
る
）

（
削
る
）

浸
水
警
報

浸
水
に
関
す
る
警
報

洪
水
警
報

洪
水
に
関
す
る
警
報

洪
水
警
報

洪
水
に
関
す
る
警
報

２

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
以
外

（
新
設
）

の
水
象
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
は
、
定
時
又

は
随
時
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

内

容

海
面
水
温
予

海
洋
の
表
面
に
お
け
る
水
温
の
予
報

報海
流
予
報

海
流
の
状
況
の
予
報

海
氷
予
報

沿
岸
に
お
け
る
海
氷
の
状
況
の
予
報

浸
水
注
意
報

浸
水
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

浸
水
警
報

浸
水
に
関
す
る
警
報

（
特
別
警
報
）

（
特
別
警
報
）

第
五
条

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
警
報
は
、
次
の
表
の

第
五
条

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
警
報
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ

区
分
に
従
い
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の

い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る

と
す
る
。

。

種

類

内

容

種

類

内

容

気
象
特
別
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る

気
象
特
別
警
報

暴
風
雨
、
暴
風
雪
、
大
雨
、
大
雪
等
に
関
す
る

特
別
警
報

特
別
警
報

地
震
動
特
別
警
報

地
震
動
に
関
す
る
特
別
警
報

地
震
動
特
別
警
報

地
震
動
に
関
す
る
特
別
警
報

火
山
現
象
特
別
警
報

噴
火
、
降
灰
等
に
関
す
る
特
別
警
報

火
山
現
象
特
別
警
報

噴
火
、
降
灰
等
に
関
す
る
特
別
警
報

土
砂
崩
れ
特
別
警
報

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
土
砂
崩
れ
に
関
す
る
特

地
面
現
象
特
別
警
報

大
雨
、
大
雪
等
に
よ
る
山
崩
れ
、
地
滑
り
等
の

別
警
報

地
面
現
象
に
関
す
る
特
別
警
報

津
波
特
別
警
報

津
波
に
関
す
る
特
別
警
報

津
波
特
別
警
報

津
波
に
関
す
る
特
別
警
報
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高
潮
特
別
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
特

高
潮
特
別
警
報

台
風
等
に
よ
る
海
面
の
異
常
上
昇
に
関
す
る
特

別
警
報

別
警
報

波
浪
特
別
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
特
別
警
報

波
浪
特
別
警
報

風
浪
、
う
ね
り
等
に
関
す
る
特
別
警
報

（
警
報
事
項
の
通
知
）

（
警
報
事
項
の
通
知
）

第
八
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
八
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
通
知
先
に
行
う
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
を
し
た
場
合

次
の
表
の
上

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

欄
に
掲
げ
る
警
報
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
通

知
先

種

類

通

知

先

種

類

通

知

先

気

象

警

報

消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日

気

象

警

報

消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日

高

潮

警

報

本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話

高

潮

警

報

本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話

波

浪

警

報

株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

波

浪

警

報

株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

地

震

動

警

報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

地

震

動

警

報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府

警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府

火

山

現

象

警

報

県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本

火

山

現

象

警

報

県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本

津

波

警

報

電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の

津

波

警

報

電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の

機
関

機
関

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株

土

砂

崩

れ

警

報

地

面

現

象

警

報

式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び

式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び

洪

水

警

報

洪

水

警

報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

日
本
放
送
協
会
の
機
関

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
を
し
た
場
合

次
の
表
の
上

二

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先

欄
に
掲
げ
る
警
報
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
通

知
先

種

類

通

知

先

種

類

通

知

先

飛

行

場

警

報

飛

行

場

警

報

国
土
交
通
省
の
機
関

国
土
交
通
省
の
機
関

空

域

警

報

空

域

警

報

海

上

警

報

海
上
保
安
庁
の
機
関

海

上

警

報

海
上
保
安
庁
の
機
関

三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
を
し
た
場
合

次
の
表

三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及
び
通
知
先
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の
上
欄
に
掲
げ
る
警
報
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
通
知
先

種

類

通

知

先

種

類

通

知

先

水
防
活
動
用
気
象
警
報

消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
都
道
府
県
、
東
日

水
防
活
動
用
気
象
警
報

消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
都
道
府
県
、
東
日

水
防
活
動
用
高
潮
警
報

本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電

水
防
活
動
用
高
潮
警
報

本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

話
株
式
会
社
の
機
関

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

話
株
式
会
社
の
機
関

警
察
庁
、
消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
都
道
府

警
察
庁
、
消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
都
道
府

水
防
活
動
用
津
波
警
報

県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日

水
防
活
動
用
津
波
警
報

県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日

本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

四

法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
を
し
た
場

四

法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
の
種
類
及

合

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電

び
通
知
先

信
電
話
株
式
会
社
の
機
関

種

類

通

知

先

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株

水
防
活
動
用
洪
水
警
報

式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の

機
関

（
特
別
警
報
に
係
る
警
報
事
項
の
通
知
）

（
特
別
警
報
に
係
る
警
報
事
項
の
通
知
）

第
九
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
九
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
表
の
区
分

に
掲
げ
る
特
別
警
報
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
通

に
従
い
、
行
う
も
の
と
す
る
。

知
先
に
行
う
も
の
と
す
る
。

種

類

通

知

先

種

類

通

知

先

気

象

特

別

警

報

消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本

気

象

特

別

警

報

消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本

高

潮

特

別

警

報

電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式

高

潮

特

別

警

報

電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式

波

浪

特

別

警

報

会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

波

浪

特

別

警

報

会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

地

震

動

特

別

警

報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

地

震

動

特
別

警

報

日
本
放
送
協
会
の
機
関

警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県

警
察
庁
、
消
防
庁
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県

火
山
現
象
特
別
警
報

火
山
現
象
特
別
警
報

、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信

、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信

津

波

特

別

警

報

津

波

特

別

警

報

電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

電
話
株
式
会
社
及
び
日
本
放
送
協
会
の
機
関

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式

消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
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土
砂
崩
れ
特
別
警
報

会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本

地
面
現
象
特
別
警
報

会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
日
本

放
送
協
会
の
機
関

放
送
協
会
の
機
関
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○

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
使
用
の
制
限
の
特
例
に
係
る
特
定
計
量
器
）

（
使
用
の
制
限
の
特
例
に
係
る
特
定
計
量
器
）

第
五
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
計
量
器
は
、
次
の
と
お

第
五
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
計
量
器
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一

第
二
条
第
二
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
載
せ
台
を
有
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

平
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
載
せ
台
の
面
積
の
値
を
ト
ン
で
表
し
た
ひ

ょ
う
量
の
値
で
除
し
た
値
が
〇
・
一
以
下
の
も
の

ロ

ひ
ょ
う
量
が
〇
・
五
ト
ン
以
上
で
あ
っ
て
、
載
せ
台
の
幅
が
四
百
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

第
二
条
第
二
号
イ
⑶
に
掲
げ
る
も
の

三

第
二
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

イ

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

ロ

充
塡
用
自
動
は
か
り

ハ

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

ニ

自
動
捕
捉
式
は
か
り
の
う
ち
、
ひ
ょ
う
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

も
の

四

第
二
条
第
五
号
イ
⑶
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
粘
度
が
〇
・
一
パ
ス
カ

ル
秒
を
超
え
、
又
は
温
度
が
零
下
二
十
度
よ
り
低
く
、
若
し
く
は
五
十
度

を
超
え
る
燃
料
油
の
体
積
の
計
量
に
使
用
す
る
も
の

五

第
二
条
第
五
号
イ
⑸
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
圧
力
が
十
キ
ロ
パ
ス
カ

ル
を
超
え
る
ガ
ス
の
体
積
の
計
量
に
使
用
す
る
も
の

六

第
二
条
第
五
号
イ
⑹
及
び
⑺
に
掲
げ
る
も
の

七

第
二
条
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の

八

基
準
器
検
査
証
印
（
そ
の
有
効
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
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。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の

九

法
第
百
二
条
第
一
項
の
検
査
に
お
い
て
計
量
器
の
校
正
に
用
い
る
も
の

（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十

法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
特
定
標
準
器
等

十
一

法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正
等
を
さ
れ
た

も
の
又
は
こ
れ
に
連
鎖
し
て
段
階
的
に
計
量
器
の
校
正
を
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
十

六
条
第
二
項
の
計
量
器
の
校
正
等
（
以
下
単
に
「
計
量
器
の
校
正
等
」
と

い
う
。
）
の
事
業
に
用
い
る
も
の

十
二

第
二
条
第
三
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
気
象
業
務
法
（
昭
和

十
二

第
二
条
第
三
号
イ
⑴
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
気
象
業
務
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
証
明
に
用
い
る
温
度
計

二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
証
明
に
用
い
る
温
度
計

で
あ
っ
て
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
検
定
に
合
格
し
た
も
の
及
び
同
項
の

で
あ
っ
て
、
同
法
第
九
条
の
検
定
に
合
格
し
た
も
の
及
び
同
条
の
検
定
に

検
定
に
合
格
す
る
も
の
と
気
象
庁
長
官
が
認
め
た
も
の

合
格
す
る
も
の
と
気
象
庁
長
官
が
認
め
た
も
の


